
手続きフロー

申請者 発注者 市工事受注者（運搬事業者）

※フロー図の発注者留意事項：工事発注前に申請があった場合は工事発注担当課間で協議し、予定時期を決定するが、工事中の申請の場合は、受注者の理解を得た上で時期の調整からのフローとなる

要領記載内容に基づき、関係機関等の許可証等写し

を添付し、申請書提出。
受付担当課は内容確認後、許認可の是非を考慮する。

対象工事を選定し、設計に反映させる。

※受付担当課は特に畑地、農地の場合は農業委

員会との協議や農地転用、形状変更の許可、隣

接地権者の同意書などが添付されているか確認

すること。

※開発行為や土壌汚染法、盛土規制法などに照

協議・審査・受入れ地選定・決裁後 認定書発出受理・受け入れ準備開始

設計・及び積算・工事発注

※様式１・２

※様式３

時期等の調整

設計図書の照査及び現地踏査

土砂掘削等の作業開始、搬出受入れ

※付近への周知及び要綱に基づく標示。

※支障となる物件の除去、搬入路等の整備

を行う。

時期等の調整

※特記仕様書への記載を忘れずに。

（副産物処理関係の明示）

発注者との施工計画及び工程調整

受入れ完了・通知書提出

受理・完了

完了届受理、一部を発注者へ

※再生資源関係図書の提出

※別添、様式４を提示及び納品

※３部作成

(申込者、工事受注者、発注者

※記名押印した書類

※お互いに５年間保存

※様式４（２部を受注者へ）


